
企業関係者向け連続セミナー 第1回

■お問い合わせ■ 人権ライブラリー「企業関係者向けセミナー事務局」

http://www.jinken-library.or.jp

〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-12 KDX芝大門ビル4Ｆ（公益財団法人人権教育啓発推進センター併設）

03-5777-1919TEL

所在地

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ

法 務 省 委 託
人権ライブラリー特別企画

Eメール

FAX 03-5777-1954

t-seminar@jinken.or.jp

参加
無料

【アクセス】
●ＪＲ山手線・京浜東北線、東京モノレール
「浜松町」駅 金杉橋出口から徒歩8分

●都営三田線「芝公園」駅
Ａ3出口から徒歩4分

●都営地下鉄大江戸線・浅草線「大門」駅
Ａ3出口から徒歩5分

※ 公共交通機関を御利用ください。駐車場はござい
ませんので、近隣の有料駐車場を御利用ください。

参加申込方法は裏面を御覧ください。

日 時
15:00～16:30
（受付開始14：30）

令和2年１０月２７日（火）

会 場 人権ライブラリー「多目的スペース」又はオンライン
※ 公益財団法人 人権教育啓発推進センター併設

講 師 齊藤 誠 さん

弁護士法人斉藤法律事務所代表、日本弁護士連合会弁護士業務改
革委員会企業の社会的責任（ＣＳＲ）と内部統制に関するプロ
ジェクトチーム座長、ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク
運営委員

会場20名
事前申込制
先着順

ソーシャルディスタン
ス確保のため会場では
定員を制限しています。

オンライン
でも開催！

ビジネスと人権
CSR,ESG,SGDｓの基礎知識と企業のこれからの課題

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年）、そして2030年までに達成すべき17の
目標と169のターゲット（達成基準）から成る「持続可能な開発目標（SDGs）」（2015年）など、国
際社会では企業の人権への取組に対する関心が高まっています。そして日本では、いよいよ「ビ
ジネスと人権に関する我が国の行動計画（NAP）」が公表されます。

本セミナーでは、CSR,ESG,SDGｓとは何か、企業にとってそれぞれがどのような意味をもっている
のかという基礎的な話から、NAPによって、企業はどのように変わっていかなければならないのか
について、日本弁護士連合会の「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」（2015年）の策
定に携わった弁護士の齊藤誠さんにお話しいただきます。
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ビジネスと人権
CSR,ESG,SGDｓの基礎知識と企業のこれからの課題

令和２年

10月27日（火）

※参加申込時に御記入いただいた個人情報につきましては、本事業及び当センターからの情報提供（希望されない方は除く）以外の目的には使用いたしません。

[ 事前申込み締切日 ] １０月２６日（月）16:00 まで ※先着順

[ 参加票について ] 参加申込み受付後、約2週間以内に、参加票をFAX又はEメール等でお送りします。

03-5777-1954

■お問合せ■ 人権ライブラリー「企業関係者向けセミナー事務局」

〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-12 ＫＤＸ芝大門ビル４Ｆ（公益財団法人人権教育啓発推進センター併設）

TEL03-5777-1919 ／ FAX03-5777-1954 
Eメール t-seminar@jinken.or.jp ／ ウェブサイト http://www.jinken-library.or.jp

参加方法
※参加方法を選

んでください。
□ 会場参加 □ オンライン参加

団体（法人名等）

部署名（部・課等）

お名前

連絡先

ＴＥＬ ＦＡＸ

Ｅメール

情報提供不要

□

当センターでは、人権に関する各種資料の制作、販売、研修会・各種イベント等に関する情報をメールで配信しています。

情報提供を希望されない方は、左の□欄にチェックしてください。

Twitter @Ｊinken_Center ／ YouTube「人権チャンネル」https://www.youtube.com/jinkenchannel

＊ 人権に関する図書やDVD等資料、そして無料会議室をお探しの方は、人権ライブラリーまでお問い合わせください ＊

■FAXでの申し込み

※参加にあたっては下記の事項に御協力をお願いいたします。

1. 会場内ではマスクを着用してください。
2. 会場入口に消毒液を設置していますので御利用ください。
3. 下記に該当する場合は参加をお控えください。
（１）過去 14 日以内に発熱など風邪の症状がある場合
（２）新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の経過観察期間に該当している場合

当日は、受付にて参加票を御提示ください（会場参加の場合）。

■WEB受付フォームでの申し込み

● 会場で受講を希望される方 ● オンラインで受講を希望される方


